
令和５年度
三重県留置施設視察委員会

（留置業務管理者に対する意見と措置結果）

三重県警察本部
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１ 留置施設視察委員会設置
の趣旨

平成１９年６月１日施行の｢刑事収容施

設及び被収容者等の処遇に関する法律｣に

基づき､警察署留置施設運営の透明性と被

留置者の適正な処遇を確保するため､三重

県警察本部に「三重県留置施設視察委員

会」が設置されています。
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２ 委員会の組織
委員の身分

委員会は４名の委員(法律関係者､医療

関係者､地域の有識者等)で組織されてお

り、身分は非常勤の地方公務員となりま

す。
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３ 委員会の権限等

委員会は､警察署の留置施設を視察し､

運営に関して留置業務管理者(警察署長)

に意見を述べることができます。

また､必要があると認めるときは､留置

業務管理者に対し、被留置者との面接の

実施について協力を求めることができま

す。
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４ 委員会の活動状況

令和５年度中、５回にわたり委員会の

活動を行い、８警察署の留置施設を視察

しました。

視察結果等を踏まえ、委員会として留

置業務管理者に対し２９件の意見を行い

ました。
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５ 留置施設視察委員会の
意見及び措置
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【施設設備関係】

・意見１

日課時限及び遵守事項の掲示が見
えにくいため改善されたい。

（６施設）

～措置～

新たに日課時限等を作成し、掲示
しました。
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・意見２

外国人被留置者への対応として、
遵守事項・日課時限の外国語の記載
及び外国語書籍の備付けを検討され
たい。 （１施設）

～措置～

外国語記載の遵守事項等を作成し
掲示しました。

外国語書籍の購入を検討します。

・意見３

時計が見えにくい居室があるため
増設を検討されたい。 （２施設）

～措置～

各居室から見える位置に時計を増
設しました。
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・意見４

浴室の監視窓から死角になってい
る部分が多いため、事故防止の対策
を講じられたい。 （１施設）

～措置～

監視窓のすりガラスの面積を拡張
し、入浴中の動静監視を更に強化し
ました。

・意見５

浴室洗い場に椅子がないため、椅
子の設置を検討されたい。

（１施設）

～措置～

令和６年度予算で購入し、設置す
る予定です。



9

・意見６

風呂場のマットが古いため新調さ
れたい。 （１施設）

～措置～

風呂場のマットを新調しました。

・意見７

布団収納場所に、すのこを設置す
るなど、通気性の確保に配慮された
い。 （３施設）

～措置～

１施設は、全ての布団収納場所に
すのこを設置しました。

２施設は、令和６年度中に設置を
予定しています。
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・意見８

保護室内壁の材質が堅く、安全性
に欠けるため、柔らかい素材で保護
する等の改善措置を検討されたい。

（１施設）

～措置～

施設改修が必要なことから、改修
に係る予算化も含めて検討します。

自傷行為等には戒具を使用する等
して対応します。

・意見９

面会室が暗いため、必要な措置を
講じられたい。 （１施設）

～措置～

改修に係る予算化も含めて検討し
ます。
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・意見１０

面会室の椅子が消毒できない材質
で汚れが目立つため、容易に消毒で
きる素材に変更されたい。

（３施設）

～措置～

消毒可能な材質のパイプ椅子に変
更しました。

・意見１１

洗濯機の増設を検討されたい。

（１施設）

～措置～

収容人数の増加に応じて洗濯機の
増設を検討します。
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・意見１２

使用していない壊れた棚を撤去さ
れたい。 （１施設）

～措置～

棚を活用する予定であるため令和
６年度予算での修繕を検討します。

・意見１３

感染症対策で設置した手作りの仕
切り版の強度や耐久性がないため、
改善されたい。 （１施設）

～措置～

仕切り版を撤去しました。
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【処遇衛生関係】

・意見１

トイレの臭い等があるため、衛生
上必要な措置を講じられたい。

（１施設）

～措置～

定期的な清掃及び換気により、衛
生の保持に努めます。

・意見２

居室の敷物が薄くて汚いため、厚
みのあるカーペット等に変更された
い。 （１施設）

～措置～

厚みがあり、洗濯できる素材のカ
ーペットに変更しました。
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・意見３

運動場に、体操についての掲示を
する等して運動を促すような工夫を
されたい。 （２施設）

～措置～

運動場にストレッチの説明写真を
貼付し、体操を促す取組を行いまし
た。

・意見４

就寝時、通路の照明を落とすこと
について検討されたい。（１施設）

～措置～

照明を落とすことにより、被留置
者の動静を監視するための視認性が
確保できないことから現状どおりと
します。
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・意見５

就寝時の居室内の照明を希望によ
り消灯されたい。 （１施設）

～措置～

被留置者の動静監視のため消灯す
ることはできませんが、庁舎改修の
機会に調光可能な照明等の導入を検
討します。


